
（2020 年 6月 23 日配信） 

【6月 23 日更新】新型コロナウイルス関連情報（第 53報） 

 

●VA 州のフェーズ 3への移行が 7月 1日（水）に予定されています。 
●DC で DMV の対面サービスが開始されました。 
 

 
１．本日（6 月 23日）17時現在の当地における感染者数は以下のとおりです。 
（１）ワシントン DC：10,094 名（死亡 534 名） 
◎地域別感染者数はこちら 
https://coronavirus.dc.gov/page/coronavirus-data 
 
（２）メリーランド州：65,007 名（死亡 2,963名） 
◎地域別感染者数はこちら 
https://coronavirus.maryland.gov/ 
 
（３）バージニア州：58,994 名（死亡 1,645 名） 
◎地域別感染者数はこちら 
http://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/ 
 
◎DMV における感染者数の推移 
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html#4 
 

 
２．各州政府の措置等 
（１）ワシントン DC 
本日から，DC DMV（DC Department of Motor Vehicle）の対面サービスが全ての場所で開始されています。対
面サービスは完全予約制で，免許証，IDカードの新規・切替申請や学科試験等につき提供され，それ以外は
オンライン申請が可能です。実技試験は 6月 30日から再開予定です。 
 
◎詳しくはこちら（DMVホームページ） 
https://dmv.dc.gov/node/1479901 
 

 
（２）バージニア州 
本日，ノーザム州知事等の記者会見が行われたところ，主な内容は以下のとおりです。 
・健康指標は良好である。接触調査員は拡充，入院者数は減少（人工呼吸器，ICU利用者も減少），病床数は
十分，陽性率も減少，医療機関への PPEも十分である。 
・来週 7月１日（水）にフェーズ 3への移行を予定している。北部バージニア，リッチモンド市のフェーズ 3
への移行を遅らせるかどうかは要望があれば検討する。 
 
◎詳しくはこちら（会見動画） 
https://www.facebook.com/GovernorVA/videos/296928114771614/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_c
ard 
 
（注）各州政府の措置等についても，できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが，ご自身に関係
する事項については，米側当局が提供する情報に依拠してください。 
 
（注）上記のほかにも，連邦・州・地方政府（郡，市など）レベルで感染拡大を抑制するための各種措置がと
られています。特にお住まいの郡や市など地方政府が発信する情報には生活に密接に関わるものが多く含まれ
ていますので，各自において最新情報の把握に努めてください。 
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３．当館ホームページに新型コロナウイルス関連情報を掲載しています。情報収集の一助としてご活用くださ
い。 
 
◎当館 HP（新型コロナウイルス関連情報） 
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html 
 

 
４．当館では，3月 18日以降，当館領事班の人員体制を縮小しています。お急ぎでない手続きについては，
ご来館の時期を再検討願います。 
 
◎当館領事窓口をご利用予定の皆様へ（お願い） 
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement//20200427importantmessagecoronavirus.pdf 
 

 
５．新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は，当館（領事班）まで御一報願います。 
 

 

 
■在アメリカ合衆国日本国大使館  
住所：2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.  
電話：202-238-6700（代表）  
ＨＰ：https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
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